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新型コロナウイルス感染

症対応休業支援金の受付

が始まりました 

◆個人向け新型コロナ対応

休業支援金とは？ 

雇用調整助成金が活用で

きない企業の労働者を対象

に、休業実績に応じて賃金

の８割が支給（上限月額 33

万円）されます。 

雇用されていれば、雇用

保険被保険者でなくても、

学生アルバイトや外国人労

働者、技能実習生は対象と

なります。登録型派遣、日

雇派遣労働者も、要件を満

たせば対象となりますが、

海外勤務者や日雇労働者、

地方公共団体の非常勤公務

員は対象となりません。 

◆申請方法等 

 申請は、労働者本人また

は事業主のどちらか一方が

行えばよく、事業主申請の

場合も申請者本人の口座に

振り込まれます。 

 申請には、支給申請書と

支給要件確認書（事業主提

出の場合は続紙も）、本人確

認書類、振込先口座のキャ

ッシュカードや通帳のコピ

ー、休業前および休業中の

賃金額が確認できる書類の

コピーが必要です。 

◆本人申請の場合も事業主

は要件確認書に記入 

 支給要件確認書には、事

業主による休業証明のため

の記入欄（以下、「事業主

欄」という）があり、厚生

労働省の Q&A では、労働

者の雇用、賃金支払いの事

実や休業の事実について、

最低限事業主からの確認が

必要とされています。 

 事業主が休業証明を拒ん

だ場合、労働者は、事業主

の協力が得られない旨をそ

の背景事情とともに記載し

て申告することとなり、事

業主は労働局から報告を求

められます 。 

 なお、故意に偽りの証明

を行い支援金を受けること

は不正受給にあたり、支給

決定取消しだけでなく、全

額返還、また不正受給の日

の翌日から納付の日までの

年３％の延滞金および返還

額の２倍相当額の納付が命

じられ、事業主名等の公表

もされます。 

◆休業中の賃金額が確認で

きる書類について 

 賃金台帳、給与明細、賃

金の振込通帳の３種類によ

り賃金額を確認できない場

合は支給できないとされて

います（新卒者で１日も勤

務していない場合等は、雇

用契約書 ・労働条件通知書

等を添付）。これらの書類提

供に関しても、事業主の協

力が必要です。 

◆申請書送付先 

下記にて申請書類の形式

的な確認を行ったのち、管

轄都道府県労働局の支援金

集中処理センターに振り分

けられます。 

〒600-8799 日本郵便株

式会社京都中央郵便局留置 

厚生労働省新型コロナウイ

ルス感染症対応休業支援

金・給付金担当 

 

職場のトラブル相談「い

じめ・嫌がらせ」がトップ 

◆個別労働紛争解決制度と

は 

個別労働紛争解決制度は、

職場の労使トラブルの当事

者が利用できる、３つのトラ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブル解決方法（労働相談、助

言・指導、あっせん）のことで

す。労働相談は全国にある総

合労働相談コーナー（労働局・

労働基準監督署に設置）で受

け付けており、助言・指導は労

働局長によるもの、あっせん

は紛争調整委員会によるもの

となります。 

主に労働者側からの利用に

なりますが、使用者側からの

利用も可能で、費用は無料で

す。 

個別労働紛争解決制度によ

ると、訴訟による方法よりも

トラブル解決までの期間が短

いという傾向があり、これは

労使双方にとってメリットで

す。また、訴訟によるよりも解

決のための費用が安く収まる

のは、会社にとってメリット

です。 

トラブルは、大事（おおご

と）になる前に対処するのが

大事（だいじ）です。 

◆令和元年度の状況 

厚生労働省のまとめた令和

元年度の状況では、「労働相

談」（総合労働相談）件数は、

12 年連続で 100 万件を超え

て、高止まりしています。この

うち、労働条件その他の労働

関係に関する事項のトラブル

相談（労働基準法違反の疑い

がある内容以外の民事上の個

別労働紛争相談）は約 28 万件

となっています。 

そして近年、「民事上の個別

労働紛争相談」、「助言・指導」、

「あっせん」のいずれについ

ても、「いじめ・嫌がらせ」に

関する内容が、過去６年以上、

相談件数のトップとなって

いることが特徴となってい

ます。 

◆パワハラ防止法の施行 

こうした情勢を背景に、

職場のパワハラが問題とな

っており、今年６月にはパ

ワハラ防止法（労働施策総

合推進法）が施行され、企業

にはパワハラを防止するた

めの措置（就業規則や服務

規律への企業の方針の明確

化、相談窓口の設置、研修の

実施、当事者のプライバシ

ー保護等）が義務付けられ

ました。中小企業について

は、2022 年３月 31 日まで

の努力義務期間を設けたう

えで、2022 年４月１日から

適用されます。 

「あの会社でパワハラを

受けた」といったことが、口

コミやSNS等で広まってし

まうと（その真偽はさてお

き）、企業にとっては人材採

用や経営の面で悪影響があ

ります。労使トラブルの芽

は小さいうちに解決するよ

うにしたいですね。 

【厚生労働省「令和元年度

個別労働紛争解決制度の施

行状況」】 

https://www.mhlw.go.jp/co

ntent/11201250/00064397

3.pdf 

 

7 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

～当事務所より一言～ 

今年は、雇用調整助成金の

申請手続の依頼をたくさ

ん頂いております。去年に

は全く思ってなかった事

ですが、お役に立てるよう

頑張ってます。 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第

１期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第２期

分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出 

［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険の今年度の概

算保険料の申告と昨年

度分の確定保険料の申

告書の提出期限＜年度

更新＞［労働基準監督

署］ 

 

 


